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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人力駆動車の移動状況を検出するセンサーと、
前記センサーが検出した前記人力駆動車の移動状況から前記人力駆動車の駆動状態を判定
し、前記人力駆動車のブレーキの作動中に、前記判定した前記人力駆動車の駆動状態に基
づいて、前記人力駆動車の減速の度合いを弱めるように前記人力駆動車のブレーキの制動
力を制御する制御部と、
　を備え、
　前記人力駆動車の移動状況を検出する前記センサーは、
　前記人力駆動車に設定した座標軸の各方向の加速度と、前記座標軸周りの各角速度とを
検出する加速度角速度センサーと、
　前記人力駆動車の速度を検出する速度センサーと、を含み、
　前記制御部は、前記加速度角速度センサーの検出した前記加速度及び前記角速度と前記
速度センサーの検出した前記人力駆動車の速度とから前記人力駆動車の駆動状態を判定し
、この判定した人力駆動車の駆動状態に基づいて前記ブレーキの制動力を制御する、
　ことを特徴とする人力駆動車のブレーキ制御装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記判定した前記人力駆動車の駆動状態が前記人力駆動車の減速が強い
ことを示す場合、前記ブレーキの制動力を弱めるための指示を出力する、ようにしたこと
を特徴とする請求項１記載の人力駆動車のブレーキ制御装置。
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【請求項３】
　前記加速度角速度センサー及び前記速度センサーの検出する各センサー情報の組と、現
在のブレーキの状態とに対応させて前記人力駆動車の駆動状態及び前記ブレーキの制御方
針を指定するテーブルを備え、
　前記制御部は、前記テーブルを使用して前記人力駆動車の駆動状態を調べ、この状態に
対応する前記ブレーキの制御方針に基づいて前記ブレーキの制動力を制御する、
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の人力駆動車のブレーキ制御装置。
【請求項４】
　請求項１から３の何れかに記載の人力駆動車のブレーキ制御装置により制御される前記
ブレーキを有する、ことを特徴とする人力駆動車。
【請求項５】
　回転することにより自人力駆動車を動かす駆動輪と、
　指示に基づき前記駆動輪に制動を掛けたり前記駆動輪の制動を解除したりするブレーキ
装置と、
　前記駆動輪に付加され、押すことにより前記駆動輪を回転させるハンドリムと、
　前記ブレーキ装置に前記駆動輪に制動を掛ける指示を出し前記ブレーキ装置により前記
駆動輪に制動が掛った状態で、自人力駆動車が坂道に停まっているときに、前記ハンドリ
ムの操作に基づいて前記駆動輪が回転した際に、この回転を検知し前記ブレーキ装置に前
記駆動輪の制動を解除する指示を出す制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記駆動輪に制動が掛った状態で自人力駆動車が下り坂に停まっている
ときに、前記ハンドリムの操作に基づいて自人力駆動車が後進する方向に前記駆動輪が回
転した際に、この回転を検知し前記ブレーキ装置に前記駆動輪の制動を解除する指示を出
す、
　ことを特徴とする人力駆動車。
【請求項６】
　前記制御部は、前記駆動輪に制動が掛った状態で自人力駆動車が登り坂に停まっている
ときに、前記ハンドリムの操作に基づいて自人力駆動車が前進する方向に前記駆動輪が回
転した際に、この回転を検知し前記ブレーキ装置に前記駆動輪の制動を解除する指示を出
す、ことを特徴とする請求項５記載の人力駆動車。
【請求項７】
　回転することにより自人力駆動車を動かす駆動輪と、
指示に基づき前記駆動輪に制動を掛けたり前記駆動輪の制動を解除したりするブレーキ装
置と、
　前記駆動輪に付加され、押すことにより前記駆動輪を回転させるハンドリムと、
前記ブレーキ装置に前記駆動輪に制動を掛ける指示を出し前記ブレーキ装置により前記駆
動輪に制動が掛った状態で、自人力駆動車が坂道に停まっているときに、前記ハンドリム
の操作に基づいて前記駆動輪が回転した際に、この回転を検知し前記ブレーキ装置に前記
駆動輪の制動を解除する指示を出す制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記駆動輪に制動が掛った状態で自人力駆動車が登り坂に停まっている
ときに、前記ハンドリムの操作に基づいて自人力駆動車が前進する方向に前記駆動輪が回
転した際に、この回転を検知し前記ブレーキ装置に前記駆動輪の制動を解除する指示を出
し、
　前記ブレーキ装置は、
ブレーキパッドを有し、前記制御部の出力した指示に基づいて前記ブレーキパッドを前記
駆動輪に押し当てたり前記駆動輪から離したりすることにより前記駆動輪に制動を掛けた
り前記駆動輪の制動を解除したりするリムブレーキと、
　前記制御部が前記ブレーキ装置に前記駆動輪に制動を掛ける指示を出し自人力駆動車を
坂道に停める際に、前記ブレーキパッドが前記駆動輪に押し当てられて前記駆動輪が制動
するときに前記駆動輪の回転方向の予め定めた位置に前記リムブレーキを移動させ、前記
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駆動輪に制動が掛った状態で自人力駆動車が坂道に停まっているときに、前記ハンドリム
の操作に基づいて前記駆動輪が回転した際に、前記リムブレーキを前記予め定めた位置か
ら外れるようにし、この位置から外れたことを示す信号を出力するスライド機構と、を有
し、
　前記制御部は、前記予め定めた位置から外れたことを示す前記信号を検知し前記ブレー
キ装置に前記駆動輪の制動を解除する指示を出す、ことを特徴とする人力駆動車。
【請求項８】
前記ブレーキ装置は、
ブレーキパッドを有し、前記制御部の出力した指示に基づいて前記ブレーキパッドを前記
駆動輪に押し当てたり前記駆動輪から離したりすることにより前記駆動輪に制動を掛けた
り前記駆動輪の制動を解除したりするリムブレーキと、
前記制御部が前記ブレーキ装置に前記駆動輪に制動を掛ける指示を出し自人力駆動車を坂
道に停める際に、前記ブレーキパッドが前記駆動輪に押し当てられて前記駆動輪が制動す
るときに前記駆動輪の回転方向の予め定めた位置に前記リムブレーキを移動させ、前記駆
動輪に制動が掛った状態で自人力駆動車が坂道に停まっているときに、前記ハンドリムの
操作に基づいて前記駆動輪が回転した際に、前記リムブレーキを前記予め定めた位置から
外れるようにし、この位置から外れたことを示す信号を出力するスライド機構と、を有し
、
前記制御部は、前記予め定めた位置から外れたことを示す前記信号を検知し前記ブレーキ
装置に前記駆動輪の制動を解除する指示を出す、ことを特徴とする請求項５に記載された
人力駆動車。
【請求項９】
　前記ブレーキ装置は、
　前記制御部の指示に基づいて回転するサーボモータと、
　前記サーボモータの回転状況を前記リムブレーキに伝えるブレーキワイヤーと、
　前記ブレーキワイヤーにより伝えられた前記サーボモータの回転状況に基づいて前記駆
動輪に前記ブレーキパッドを押し当てたり前記駆動輪から離したりする前記リムブレーキ
と、
　前記ブレーキパッドを前記駆動輪に押し当てたときに前記駆動輪の回転方向に前記リム
ブレーキを移動させる前記スライド機構と、
　を備えたことを特徴とする請求項７又は８記載の人力駆動車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人力駆動車のブレーキ制御装置及び人力駆動車に関し、ブレーキにより制動
を掛ける人力駆動車のブレーキ制御装置及び人力駆動車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人力で駆動する車椅子、ベビーカー、三輪車、自転車等の人力駆動車が一般的に使用さ
れている。人力駆動車のうちの車椅子は、通常、前輪と後輪の４輪を有し使用者が座席に
座った状態で手により操作可能な位置に後輪を備え、この後輪を駆動輪としている。使用
者は手によりこの駆動輪に付いたハンドリムを前後に押すことで駆動輪を回転させて車椅
子を前後に動かす。また、車椅子はブレーキを備えこのブレーキにより制動を掛ける。
【０００３】
　この種の車椅子の一例が特許文献１に開示されている。特許文献１に開示の車椅子は、
車椅子が予め定めた速度（例えば７ｋｍ／ｈ）を越えると、ブレーキパッドが車椅子の後
輪を強く押し付けて車椅子を停止するようにしている。このため、車椅子は予め定めた速
度を越えると急激に減速し停止する。
【０００４】
　また、特許文献２に開示されている車椅子のブレーキ装置は、ロッドと、回動部材と、
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ブレーキ部材と、回転カムとを備える。ロッドの先端部に回動部材を回動可能に取り付け
、その先端部にブレーキ部材を取り付ける。そして、回転カムによりロッドを前進させ、
車椅子の車輪のタイヤにブレーキ部材を押し付けることにより制動を掛ける。
【０００５】
　また、特許文献３に開示されている手動式車椅子のブレーキ装置は、油圧式ブレーキと
、油圧式ブレーキに圧力油を供給する油圧ポンプを作動させる電動モータと、電動モータ
を制御する制御器とを備える。車椅子に制動を掛ける場合、制御器は電動モータをオンに
し、油圧ポンプを作動させて圧力油を油圧式ブレーキに供給する。このことにより両主輪
（後輪）に油圧式ブレーキにより制動力が掛かる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１０４１８４号公報
【特許文献２】特開２００１－２４７０２９号公報
【特許文献３】特開２００３－１５３９６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述した特許文献１に記載の車椅子は、予め定めた速度を越えるとブレーキパッドが車
椅子の後輪を強く押し付けて車椅子を停止するようにしている。このため、車椅子は予め
定めた速度を越えると急激に減速し停止する。このとき、車椅子が急激に減速するので、
車椅子の使用者が体勢を崩したり車椅子が転倒したりするおそれがあるという問題がある
。
【０００８】
　また、上述した特許文献２に開示の車椅子のブレーキ装置は、回転カムによりロッドを
前進させ車椅子の車輪のタイヤにブレーキ部材を押し付けることにより車椅子に制動を掛
けている。このため、特許文献２に開示の技術によると、車椅子の使用者が、ブレーキ作
動中に、ハンドリムを押すことにより車輪を回転させて坂道発進する場合、車輪のタイヤ
にブレーキ部材が押し付けられているのでハンドリムが重く坂道発進がしづらいという問
題がある。
【０００９】
　また、上述した特許文献３に開示されている手動式車椅子のブレーキ装置は、油圧式ブ
レーキにより車椅子に制動を掛けている。この油圧ブレーキは、油圧ポンプ等へのオイル
注入作業やオイル注入後のオイルのエア抜き作業が必要である。更に、オイル量の確保や
オイルの粘度のチェック等のメンテナンス作業が必要である。このため、特許文献３に開
示の技術によると、車椅子へブレーキを搭載する時ばかりでなく、車椅子の継続使用時に
も幾多の作業が必要となり、車椅子へのブレーキの搭載や車椅子の維持が大変であり煩わ
しいといった問題がある。
【００１０】
　本発明の目的は、上記課題を解決して、安全で容易に使用可能な人力駆動車のブレーキ
制御装置及び人力駆動車を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の人力駆動車のブレーキ制御装置は、人力駆動車の移動状況を検出するセンサー
と、前記センサーが検出した前記人力駆動車の移動状況から前記人力駆動車の駆動状態を
判定し、前記人力駆動車のブレーキの作動中に、前記判定した前記人力駆動車の駆動状態
に基づいて、前記人力駆動車の減速の度合いを弱めるように前記人力駆動車のブレーキの
制動力を制御する制御部と、を備えている。
【００１２】
　本発明の人力駆動車は、回転することにより自人力駆動車を動かす駆動輪と、指示に基
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づき前記駆動輪に制動を掛けたり前記駆動輪の制動を解除したりするブレーキ装置と、前
記駆動輪に付加され、押すことにより前記駆動輪を回転させるハンドリムと、前記ブレー
キ装置に前記駆動輪に制動を掛ける指示を出し前記ブレーキ装置により前記駆動輪に制動
が掛った状態で、自人力駆動車が坂道に停まっているときに、前記ハンドリムの操作に基
づいて前記駆動輪が回転した際に、この回転を検知し前記ブレーキ装置に前記駆動輪の制
動を解除する指示を出す制御部と、を備えている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、安全で容易に使用可能な人力駆動車のブレーキ制御装置及び人力駆動
車を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置の一例を示す図
である。
【図２】本発明の第２の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置の一例を示す図
である。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置の一例を詳細に
説明するための図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置の加速度角速度
センサーの一例を示す図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置の人力駆動車の
駆動状態を判定するためのテーブルの一例を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置においてブレー
キ作動中の人力駆動車のブレーキの制動力を制御したときの人力駆動車の減速の変化を示
す図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置の制御するブレーキの
一例を説明する図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車の一例を示す図である。
【図９】図８に示す人力駆動車においてブレーキ装置の概要を付加した図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ装置の一例を示す図で
ある。
【図１１】本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車のリムブレーキがスライド機構上
に取り付けられている様子の一例を示す図である。
【図１２】本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車の登り坂での坂道発進するときの
動作を説明する第１の図である。
【図１３】本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車の登り坂での坂道発進するときの
動作を説明する第２の図である。
【図１４】本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車の登り坂での坂道発進するときの
動作を説明する第３の図である。
【図１５】本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車の登り坂での坂道発進するときの
動作を説明する第４の図である。
【図１６】本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車の下り坂での坂道発進するときの
動作を説明する第１の図である。
【図１７】本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車の下り坂での坂道発進するときの
動作を説明する第２の図である。
【図１８】本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車の下り坂での坂道発進するときの
動作を説明する第３の図である。
【図１９】本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車の下り坂での坂道発進するときの
動作を説明する第４の図である。
【発明を実施するための形態】



(6) JP 5932385 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

【００１５】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置の一例を示す
図である。
【００１６】
　本実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置１は、センサー２と、制御部３とに
より構成する。
【００１７】
　センサー２は、人力駆動車の速度、加速度、角速度等の移動状況を検出する。制御部３
は、センサー２が検出した人力駆動車の移動状況から人力駆動車の駆動の具合を示す駆動
状態を判定し、人力駆動車のブレーキの作動中に、この判定した人力駆動車の駆動状態に
基づいて、人力駆動車の減速の度合いを弱めるようにブレーキの制動力を制御する。制御
部３は、人力駆動車の駆動状態の判定が人力駆動車の減速が強いことを示す場合、ブレー
キの制動力を弱めるための指示を出力する。
【００１８】
　このように、本発明の第１の実施の形態によれば、制御部が、ブレーキの作動中に人力
駆動車の駆動状態を判定し、この判定した人力駆動車の駆動状態に基づいて、人力駆動車
の減速の度合いを弱めるようにブレーキの制動力を制御する。このため、人力駆動車は急
激に減速することがない。このため、人力駆動車の使用者が体勢を崩したり人力駆動車が
転倒したりするおそれがなく安全に走行できる。
（第２の実施の形態）
　図２は、本発明の第２の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置の一例を示す
図である。
【００１９】
　本実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置１は、加速度角速度センサー４と、
速度センサー５と、制御部３とにより構成する。
【００２０】
　加速度角速度センサー４は、人力駆動車に設定した座標軸の各方向の加速度と、この座
標軸周りの各角速度を検出する。速度センサー５は人力駆動車の速度を検出する。制御部
３は、人力駆動車のブレーキの作動中に、加速度角速度センサー４の検出した加速度及び
角速度と速度センサー５の検出した人力駆動車の速度とから人力駆動車の駆動の具合を示
す駆動状態を判定する。そして、この判定した人力駆動車の駆動状態に基づいて、人力駆
動車の減速の度合いを弱めるようにブレーキの制動力を制御する。制御部３は、人力駆動
車の駆動状態の判定が人力駆動車の減速が強いことを示す場合、ブレーキの制動力を弱め
るための指示を出力する。
【００２１】
　このように、本発明の第２の実施の形態によれば、制御部３が、ブレーキの作動中に、
加速度角速度センサー４の検出した加速度及び角速度と速度センサー５の検出した人力駆
動車の速度とから人力駆動車の駆動状態を判定する。そして、この判定した人力駆動車の
駆動状態に基づいて、人力駆動車の減速の度合いを弱めるようにブレーキの制動力を制御
する。すなわち、この判定が人力駆動車の駆動状態が人力駆動車の減速が強いことを示す
場合、ブレーキの制動力を弱めるための指示を出力する。このため、人力駆動車は急激に
減速することがない。このため、人力駆動車の使用者が体勢を崩したり人力駆動車が転倒
したりするおそれがなく安全に走行できる。
【００２２】
　ここで、本発明の第２の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置の一例を、図
３から図６を使用して詳細に説明する。
【００２３】
　図３は、本発明の第２の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置の一例を詳細
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に説明するための図である。この図は、図２に人力駆動車の駆動状態を判定するためのテ
ーブル６を加えたものである。
【００２４】
　図４は、本発明の第２の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置の加速度角速
度センサーの一例を示す図である。加速度角速度センサー４は、例えば６軸センサーであ
り、人力駆動車の例えば座席の下に設けられ、人力駆動車に設定した座標軸の各方向の加
速度と、この座標軸周りの各角速度を検出する。人力駆動車の前方方向がX軸、前方に向
かって左方向がY軸、上方向がZ軸であり、X軸方向の加速度がＧｘ、Ｙ軸方向の加速度が
Ｇｙ、Z軸方向の加速度がＧｙである。また、X軸、Y軸、Z軸の各軸の周りを回転する角速
度が、それぞれＡｘ、Ａｙ、Ａｚである。
【００２５】
　図５は、本発明の第２の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ制御装置の人力駆動車
の駆動状態を判定するためのテーブル６の一例を示す図である。このテーブル６は、加速
度角速度センサー４及び速度センサー５の検出する各センサー情報の組と、現在のブレー
キの状態とに対応させて人力駆動車の駆動状態及びブレーキの制御方針を指定する。テー
ブル６内の“人力駆動車の駆動状態”は、（ａ）から（ｈ）の場合は人力駆動車の減速の
状態を示している。（ｉ）から（ｍ）の場合は人力駆動車の暴走の状態を示している。前
進／後退”は人力駆動車の前進／後退を示し速度センサー５の速度がプラスのとき前進、
マイナスのとき後進とする。“速度”は速度センサー５の速度を示し、（ａ）から（ｈ）
の場合のＶｔは、適度な減速（例えば、０．５Ｇ（Ｇは重力の加速度）程度）が行われた
場合の減速中におけるブレーキ作動開始からｔ時間経過したときの人力駆動車の速度を示
す。“加速度”は加速度角速度センサー４の加速度を示し単位はＧ（重力の加速度）であ
る。“角速度”は加速度角速度センサー４の角速度を示し単位はｄｅｇ／ｓ（度／秒）で
ある。“優先度”は、“人力駆動車の駆動状態”の緊急度、危険度の度合い（ＡからＤの
順）を示す。制御部３が“優先度”に基づいて “人力駆動車の駆動状態”を選択する。
“現在のブレーキの状態”は現在のブレーキが作動中なのか解除中なのかを示す。“ブレ
ーキの制御方針”は、“ブレーキ作動中”の場合は、ブレーキの制動力の変更方針を示す
。例えば、ブレーキ作動時のブレーキの制動力を８レベルに分け、現在のレベルの制動力
から上下させるレベル数を指定する。また、“ブレーキ解除中”の場合は、ブレーキを作
動させ、かつブレーキに制動力を掛けるための方針（例えば、ブレーキの位置の移動数）
を示す。例えばブレーキを掛ける場合、“ブレーキ解除中”のブレーキの位置を１、ブレ
ーキが掛かる位置を８として、ブレーキの掛かる位置以上までのブレーキの位置の移動数
を指定する。すなわち、+７の場合は、ブレーキの位置は８となる。８以上の位置でブレ
ーキが掛かり、制動力が強くなる。すなわち、“人力駆動車の駆動状態”が（ｉ）から（
ｍ）の場合（人力駆動車が暴走の状態）には、８以上の位置でブレーキを掛けて暴走を止
める。Ｄ．Ｃ．（Ｄｏｎ’ｔ　ｃａｒｅ）は何でも良いことを示す。
【００２６】
　したがって、例えば（ｇ）は、人力駆動車が前進、速度センサー５の示す速度がＶｔの
２０％以下、加速度がＧｘ＜－１Ｇ、角速度が９０ｄｅｇ／ｓ＜Ａｙ、そして、ブレーキ
作動中の場合、“人力駆動車の駆動状態”は“前進中の減速が急激“であると判定し、ブ
レーキの制動力を４レベル下げることを示す”ブレーキの制御方針“を選択する。（ｇ）
以外の（ａ）から（ｍ）も（ｇ）と同様に、各センサー情報の組と、現在のブレーキの状
態とに対応させて、人力駆動車の駆動状態を判定しブレーキの制御方針を示している。
【００２７】
　尚、図５で示すテーブル６内の各データ各情報等は、これにこだわることなく最適なも
のを実験等により適宜決めて良い。
【００２８】
　図６は、ブレーキ作動中における人力駆動車のブレーキの制動力を制御したときの人力
駆動車の減速の変化を示す図である。
【００２９】
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　ここで、人力駆動車のブレーキ制御装置１の動作を説明する。制御部３は、人力駆動車
のブレーキの作動中に、図４で示す加速度角速度センサー４の検出した加速度及び角速度
と、人力駆動車の例えば座席の下に設けられた速度センサー５の検出した人力駆動車の速
度とを取り込む。そして、これら加速度、角速度、人力駆動車の速度とから、図５で示す
テーブル６を使用し、人力駆動車の駆動状態を判定する。制御部３はこの判定を例えば１
０ｍｓｅｃから２０ｍｓｅｃの間隔で実施する。制御部３はこの判定した人力駆動車の駆
動状態に対応したブレーキの制御方針に基づいて、人力駆動車が安全に走行できるように
ブレーキの制動力を制御する。ブレーキの制動力の制御について、図６を使用して説明す
る。図６は走行中の人力駆動車のブレーキが作動して人力駆動車が停止するまでの速度と
時間のイメージを示す。図６の（ａ）は、適度な減速（例えば、０．５Ｇ程度）が行われ
た状態を示しており、図中のＶｔは減速中におけるブレーキ作動開始からある時間ｔが経
過したときの速度を示す。図６の（ｂ）で示すように、現在の速度が、例えばＶｔの２０
％以下の場合は、図５のテーブル６により、減速がやや強いあるいは減速が急激であると
判断して、ブレーキの制動力を下げ、減速の度合いを緩やかにする。また、逆に、図６の
（ｃ）のように、現在の速度が、例えばＶｔの２０％以上の場合は、図５のテーブル６に
より、減速が不十分であると判断して、ブレーキの制動力を強め、減速の度合いを強める
。
【００３０】
　ここで、ブレーキの一例を図７を参照して説明する。図７は本発明の実施の形態に係る
人力駆動車のブレーキ制御装置の制御するブレーキの一例を説明する図である。図７の（
ｂ）の右図に示すように、サーボモータ１４が制御部３の指示に基づいて回転し、サーボ
モータ１４に接続されたブレーキワイヤー１５がサーボモータ１４の回転状況（回転角度
、回転方向）をブレーキに伝えブレーキを制御する。サーボモータ１４は駆動パルス信号
のパルス幅の長さに応じて回転状況が変化する。図７の（ａ）に示すように、ブレーキの
制動力を強めたり弱めたりする調整はパルス幅を１６段階（例えば１ｍｓｅｃから２ｍｓ
ｅｃの間）に変化させることで実現する。最小パルス幅は１ｍｓｅｃ、最大パルス幅は２
ｍｓｅｃであり、中間のパルス幅は（１＋（ｎ－１）×ｔ）ｍｓｅｃである。ここで、ｎ
はパルス幅の段階数、ｔは段階間のパルス幅の差であり、ｔ＝（最大パルス幅２ｍｓｅｃ
－最小パルス幅１ｍｓｅｃ）／１５ｍｓｅｃ、すなわち、ｔ＝１／１５ｍｓｅｃである。
駆動パルス信号の周期は例えば１０ｍｓｅｃから２０ｍｓｅｃの間である。図７の（ｂ）
では、段階数ｎ＝１のパルス幅、すなわち１ｍｓｅｃのパルス幅の駆動パルス信号をサー
ボモータ１４へ出力するとサーボモータ１４は－６０度まで回転し、ブレーキは解除状態
となる。図７の（ｃ）では、段階数ｎ＝８のパルス幅、すなわち（１＋７／１５）ｍｓｅ
ｃ＝約１．５ｍｓｅｃのパルス幅の駆動パルス信号をサーボモータ１４へ出力するとサー
ボモータ１４は約＋０度まで回転し、ブレーキは作動状態となる。さらに、図７の（ｄ）
では、段階数ｎ＝１６のパルス幅、すなわち（１＋１５／１５）ｍｓｅｃ＝２ｍｓｅｃの
パルス幅の駆動パルス信号をサーボモータ１４へ出力するとサーボモータ１４は＋６０度
まで回転し、ブレーキは最大制動力での作動状態となる。ここで、サーボモータ１４の回
転角度は－６０度～＋６０度であるが、採用するサーボモータの種類によって回転角度は
異なる。
【００３１】
　したがって、制御部３は、例えば図５で示すテーブル６内の“ブレーキの制御方針“で
示す‘制動力の上下させるレベル数’、又は‘ブレーキの位置の移動数’に応じた回転状
況になるようなパルス幅を決める。そして、このパルス幅の駆動パルス信号をサーボモー
タ１４に出力する。
（第３の実施の形態）
　図８は、本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車の一例を示す図である。図８では
、人力駆動車を車椅子として示し、車椅子を用いて説明する。
【００３２】
　本実施の形態に係る人力駆動車、例えば車椅子９は、駆動輪１０と、ブレーキ装置１１
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と、ハンドリム１２と、制御部１３とにより構成する。駆動輪１０は、回転することによ
り車椅子９を動かす。ハンドリム１２は、駆動輪１０の外側（軸方向の外側）に駆動輪１
０と数箇所で結合されて付加され、押すことにより駆動輪１０を回転させる。ブレーキ装
置１１は、指示に基づき駆動輪１０に制動を掛けたり駆動輪１０の制動を解除したりする
。制御部１３は、例えば、ブレーキ装置１１に対して駆動輪１０に制動を掛ける指示を出
してブレーキ装置１１により駆動輪１０に制動が掛った状態で車椅子９を坂道に停める。
そして、制御部１３は、車椅子９が坂道に停まっているときに、ハンドリム１２の操作に
基づいて駆動輪１０が回転した際に、この回転を検知しブレーキ装置１１に駆動輪１０の
制動を解除する指示を出す。ブレーキ装置１１は、この指示に基づき駆動輪１０の制動を
解除する。ここで、制御部１３は、駆動輪１０に制動が掛った状態で車椅子９が登り坂に
停まっているときには、ハンドリム１２の操作に基づいて車椅子９が前進する方向に駆動
輪１０が回転した際に、この回転を検知しブレーキ装置１１に駆動輪１０の制動を解除す
る指示を出す。また、制御部１３は、駆動輪１０に制動が掛った状態で車椅子９が下り坂
に停まっているときには、ハンドリム１２の操作に基づいて車椅子９が後退する方向に駆
動輪１０が回転した際に、この回転を検知しブレーキ装置１１に駆動輪１０の制動を解除
する指示を出す。
【００３３】
　すなわち、制御部１３は、ブレーキ装置１１に駆動輪１０に制動を掛ける指示を出すと
、ブレーキ装置１１はこの指示に基づき駆動輪１０に制動を掛ける。そして、車椅子９が
駆動輪１０に制動が掛って例えば坂道に斜めに停まっているときに、車椅子９の使用者が
車椅子９を坂道発進する場合、車椅子９の使用者はハンドリム１２を押して駆動輪１０を
回転させる。このとき、制御部１３は、この回転を検知しブレーキ装置１１に駆動輪１０
の制動を解除する指示を出す。ブレーキ装置１１は、この指示に基づき駆動輪１０の制動
を解除する。
【００３４】
　このように、本発明の第３の実施の形態によれば、車椅子が坂道に停まっているときに
、車椅子の使用者がハンドリムを押して駆動輪を回転させ坂道発進する際、制御部がこの
回転を検知しブレーキ装置に駆動輪の制動を解除する指示を出す。そして、ブレーキ装置
がこの指示に基づき駆動輪の制動を解除する。このため、車椅子の使用者が車椅子を坂道
発進する際に車椅子のブレーキが解除されるので、坂道発進するためにハンドリムを押し
てもハンドリムが重くなく、容易に坂道発進することができる。
【００３５】
　次に、本発明の実施の形態に係る人力駆動車の動作を図９から図１９を参照して詳細に
説明する。ここでは、人力駆動車を車椅子として示し、車椅子を用いて説明する。
【００３６】
　図９は、図８に示す車椅子９においてブレーキ装置１１の概要を付加した図である。こ
の図において、ブレーキ装置１１はサーボモータ１４と、ブレーキワイヤー１５と、リム
ブレーキ１６と、スライド機構２１とで構成する。サーボモータ１４は、制御部１３の指
示に基づいて回転する。ブレーキワイヤー１５は、サーボモータ１４の回転状況（回転角
度、回転方向）をリムブレーキ１６に伝える。リムブレーキ１６は、ブレーキパッド１７
を有し、ブレーキワイヤー１５により伝えられたサーボモータ１４の回転状況に基づいて
駆動輪１０にブレーキパッド１７を押し当てたり駆動輪１０から離したりする。スライド
機構２１は、ブレーキパッド１７を駆動輪１０に押し当てたときに駆動輪１０の回転方向
にリムブレーキ１６を移動させる。
【００３７】
　図１０は、本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車のブレーキ装置の一例を示す図
である。ここでは、人力駆動車を車椅子として示し、車椅子を用いて説明する。ブレーキ
装置１１は、サーボモータ１４と、回転状況伝達器１９と、ブレーキワイヤー１５と、リ
ムブレーキ１６と、スライド機構２１とで構成する。回転状況伝達器１９は、サーボモー
タ１４の回転状況をブレーキワイヤー１５に伝達する。ブレーキワイヤー１５は回転状況
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伝達器１９から伝達された回転状況をリムブレーキ１６に伝達する。リムブレーキ１６は
、ブレーキワイヤー１５により伝えられたサーボモータ１４の回転状況に基づいて駆動輪
１０のリムにアーム１８の先端に付いたブレーキパッド１７を押し当てたり駆動輪１０の
リムから離したりすることにより駆動輪１０に制動を掛けたり駆動輪１０の制動を解除し
たりする。
【００３８】
　図１１は、本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車のリムブレーキがスライド機構
上に取り付けられている様子の一例を示す図である。ここでは、人力駆動車を車椅子とし
て示し、車椅子を用いて説明する。制御部１３がブレーキ装置１１に対して駆動輪１０に
制動を掛ける指示を出し車椅子９を坂道に停める際に、ブレーキパッド１７が駆動輪１０
に押し当てられて駆動輪１０が制動する。このとき、スライド機構２１は、駆動輪１０の
回転方向の予め定めた位置（スライド機構２１の端）にリムブレーキ１６を移動させる。
そして、スライド機構２１は、駆動輪１０に制動が掛った状態で車椅子９が坂道に停まっ
ているときに、ハンドリム１２の操作に基づいて駆動輪１０が回転した際に、リムブレー
キ１６をスライド機構２１の端から外れるようにする。そして、スライド機構２１は、リ
ムブレーキ１６がスライド機構２１の端から外れたことを示す信号を出力する。制御部１
３は、この信号を検知しブレーキ装置１１に駆動輪１０の制動を解除する指示を出す。ブ
レーキ装置１１はこの指示に基づき駆動輪１０の制動を解除する。
【００３９】
　ここで、坂道発進について説明する。
【００４０】
　図１１に示すように、リムブレーキ１６は、車椅子９の車体に固定されたスライド機構
２１上に取り付けられている。リムブレーキ１６は、スライド機構２１上を例えば３から
５ｃｍほどスライドできる仕組みを持ち、スライド機構２１の両端に接触センサー２０を
有する。リムブレーキ１６とスライド機構２１を繋ぐ可動部は摩擦抵抗が小さい機構を採
用し、リムブレーキ１６をスムーズにスライドできるようにする。
【００４１】
　車椅子９が登り坂で停止し、坂道発進するときの動作を図１２から図１５を使用して説
明する。図１２から図１５は、本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車の登り坂での
坂道発進するときの動作を説明する図である。ここでは、人力駆動車を車椅子として示し
、車椅子を用いて説明する。
【００４２】
　図１２に示すように車椅子９が登り坂にある場合、図１３に示すようにブレーキ作動中
ではリムブレーキ１６が駆動輪１０と同じ回転方向にスライドする。リムブレーキ１６が
スライド機構２１の端に達したとき、接触センサー２０がリムブレーキ１６の接触を検出
し接触センサー２０の検出状態がＯＦＦからＯＮに変化する。制御部１３がこの接触セン
サー２０の検出状態を示す信号を検知する。その後、図１４に示すように、ブレーキ作動
中に登り坂を坂道発進しようと使用者がハンドリムを前方に押す（漕ぎ出す）とき、図１
５に示すように、リムブレーキ１６がスライドしてスライド機構２１の端から離れ、接触
センサー２０のリムブレーキ１６の検出状態がＯＮからＯＦＦに変化する。制御部１３が
この接触センサー２０の検出状態を示す信号を検知する。制御部１３は接触センサー２０
からの信号がＯＮからＯＦＦになったことを検知すると、ブレーキ装置１１に駆動輪１０
の制動を解除する指示を出す。そして、ブレーキ装置１１がこの指示に基づき駆動輪１０
の制動を解除する。このため、車椅子９の使用者が車椅子９を坂道発進する際に、車椅子
９にブレーキ装置１１による制動が掛かっていないので、坂道発進するためにハンドリム
１２を押してもハンドリム１２が重くなく、容易に坂道発進することができる。
【００４３】
　次に車椅子９が下り坂で停止し、坂道発進するときの動作を図１６から図１９を使用し
て説明する。図１６から図１９は、本発明の第３の実施の形態に係る人力駆動車の下り坂
での坂道発進するときの動作を説明する図である。ここでは、人力駆動車を車椅子として
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示し、車椅子を用いて説明する。図１６に示すように車椅子９が下り坂にある場合、図１
７に示すようにブレーキ作動中ではリムブレーキ１６が登り坂のときとは反対の方向にス
ライドする。リムブレーキ１６がスライド機構２１の端に達したとき、接触センサー２０
がリムブレーキ１６の接触を検出し接触センサー２０の検出状態がＯＦＦからＯＮに変化
する。制御部１３がこの接触センサー２０の検出状態を示す信号を検知する。その後、図
１８に示すように、ブレーキ作動中に下り坂を坂道発進しようと使用者がハンドリムを漕
ぎ出すときは、図１９に示すように一度、ハンドリム１２を後進方向に例えば数ｃｍ動か
し、リムブレーキ１６をスライドさせてスライド機構２１の端から離れさせる。すると、
接触センサー２０のリムブレーキ１６の検出状態がＯＮからＯＦＦに変化する。制御部１
３がこの接触センサー２０の検出状態を示す信号を検知する。制御部１３は接触センサー
２０からの信号がＯＮからＯＦＦになったことを検知すると、ブレーキ装置１１に駆動輪
１０の制動を解除する指示を出す。そして、ブレーキ装置１１がこの指示に基づき駆動輪
１０の制動を解除する。このため、車椅子９の使用者が車椅子９を坂道発進する際に、車
椅子９にブレーキ装置１１による制動が掛かっていないので、坂道発進するためにハンド
リム１２を押してもハンドリム１２が重くなく、容易に坂道発進することができる。
【００４４】
　このように、本発明の第３の実施の形態によれば、車椅子が坂道に停まっているときに
、車椅子の使用者がハンドリムを押して駆動輪を回転させ坂道発進する際、制御部がこの
回転を検知しブレーキ装置に駆動輪の制動を解除する指示を出す。そして、ブレーキ装置
がこの指示に基づき駆動輪の制動を解除する。このため、車椅子の使用者が車椅子を坂道
発進する際に、車椅子にブレーキ装置による制動が掛かっていないので、坂道発進するた
めにハンドリムを押してもハンドリムが重くなく、容易に坂道発進することができる。ま
た、本発明の第３の実施の形態によれば、サーボモータによりブレーキワイヤーを介して
リムブレーキを操作する構成を採用している。したがって、油圧ブレーキを使用していな
いので油圧ブレーキに必要なオイルを使用していない。このため、油圧ブレーキを車椅子
に採用する場合に行っている、車椅子へブレーキを搭載する時の作業や車椅子の継続使用
時での作業を行う必要がなくなり、車椅子へのブレーキの搭載や車椅子の維持が煩わしく
なく容易である。
【００４５】
　尚、上記した人力駆動車のブレーキ装置は、本発明の第１の実施の形態及び第２の実施
の形態に掛かる人力駆動車のブレーキ制御装置により制御されるようにしても良い。
【００４６】
　また、本発明について上記のように人力駆動車を車椅子を用いて説明したが、ベビーカ
ー、三輪車、自転車等、車椅子と同様に人力で駆動する車であれば良く、車椅子に限定さ
れない。
【符号の説明】
【００４７】
　１　　人力駆動車のブレーキ制御装置
　２　　センサー
　３　　制御部
　４　　加速度角速度センサー
　５　　速度センサー
　６　　テーブル
　９　　車椅子
　１０　　駆動輪
　１１　　ブレーキ装置
　１２　　ハンドリム
　１３　　制御部
　１４　　サーボモータ
　１５　　ブレーキワイヤー
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　１６　　リムブレーキ
　１７　　ブレーキパッド
　１８　　アーム
　１９　　回転状況伝達器
　２０　　接触センサー
　２１　　スライド機構

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】



(16) JP 5932385 B2 2016.6.8

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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